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１．総 則 

 

   本工事は、令和８年度において、海津市 海津町 地内における量水器取替工事である。 

 

（１） 適用範囲 

 

   本仕様書は、量水器取替工事に適用する。 

 

 

（２） 工事の目的 

 

   本工事は、検定満期の近づいた量水器を支給品と取替えるものである。  

 

 

（３） 法令等の厳守 

 

   請負者は工事の実施にあたり、関連する法令等を厳守しなければならない。 

 

 

（４） 一般的損害 

 

   請負者は、工事期間中に当市あるいは第三者の構造物を損傷、あるいは汚染したとき速やかに

復旧または弁償しなければならない。これに要因する費用はすべて請負者の負担とする。 

 

 

（５） 秘密の保持 

 

   請負者は、本工事の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 



 

（６） 業務上の提出書類 

 

イ．請負者は、工事の着工にあたって次の書類を提出しなければならない。 

 

着工届 

工程表 

施工計画書 

現場代理人届  （経歴書） 

主任技術者届  （経歴書） 

 

ロ．請負者は、工事の完成にあたって次の書類を提出しなければならない。 

 

完成届 

完成写真 

請求書 

 

 

（７） 工事完成 

 

   工事は市の検査に合格し、すべての施工が完了したときを以って完成とする。 

   但し、次項に示す施工期間ごとに段階確認を受け、合格したものについて完成とする。 

 

 



 

２．施 工 指 針 

 

  施工にあたっては、以下に基づくものとし、細部については市監督員と協議の上、工事を遂行す

るものとする。 

 

（１） 施工期間 

 

   １期  

    量水器・取替表引渡し   令和８年 ５月１１日頃 

    業務着手         量水器他引渡し以降 

    完成期限         令和８年 ５月３１日 

    量水器・取替表返却    令和８年 ６月 １日 

 

   ２期  

    量水器・取替表引渡し   令和８年 ７月 ７日頃 

    業務着手         量水器他引渡し以降 

    完成期限         令和８年 ７月３１日 

    量水器・取替表返却    令和８年 ７月３１日 

 

３期  

    量水器・取替表引渡し   令和８年 ９月 ７日頃 

    業務着手         量水器他引渡し以降 

    完成期限         令和８年 ９月３０日 

    量水器・取替表返却    令和８年 ９月３０日 

 

４期  

    量水器・取替表引渡し   令和８年１１月 ９日頃 

    業務着手         量水器他引渡し以降 

    完成期限         令和８年１１月３０日 

    量水器・取替表返却    令和８年１１月３０日 

 

５期  

    量水器・取替表引渡し   令和９年 １月７日頃 

    業務着手         量水器他引渡し以降 

    完成期限         令和９年 １月３１日 

    量水器・取替表返却    令和９年 ２月 １日 

 

  最終工期           令和９年 ２月１７日



 

（２） 資料の保管 

 

   本工事の施工にあたり、市より貸与した関係資料は厳重に整理保管し、工事完成後返却するも

のとする。（特に必要とするものについては、その都度返却する。） 

 

（３） 工程管理 

 

   請負者は、工程に変更が生じた場合には、市監督員に対し速やかに変更工程表を提出し、協議

しなければならない。 

   また、施工箇所を事前に確認を行い、施工が困難な箇所は市監督員に書面で以って協議しなけ

ればならない。 

 

（４） 資器材管理 

 

   量水器の支給を受けたら速やかに施工すること。また、取り外した量水器は泥等の汚れを除去

し、使用者の識別ができるよう整理保管し、工期内に市に返却するものとする。 

 


